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注目トピックス 

01｜今更聞けない 

労災保険・雇用保険・社会保険のキホン 

従業員を雇用した時には、労災保険・雇用保険・社会保

険などの手続きをする必要があります。新年度にあたり、

必要な手続きの基本事項について改めて解説します。 

 

特集 

02｜就業規則「周知」の具体的方法について 

従業員数常時10人以上の会社は就業規則を作成し、労

働基準監督署に届出しなければなりませんが、同時に社

内で「周知」する義務を負っています。周知方法につい

ての注意点を解説します。 

 

03｜定期健康診断の 

アフターフォローについて 

法律で実施が義務付けられている定期健康診断につい

て、実施後のフォローをどのようにすれば良いかを解説

します。 

 

 

       

        

         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

話題のビジネス書をナナメ読み 

04｜仕事の教科書（日本図書センター） 

ビジネスの世界は厳しいものなのに、

そんな厳しい世界で生きていく術を

教えてくれる人はほとんどいません。

「まわりの大人はだれも教えてくれ

ないけれど、耳が痛い真実の話」と

筆者が表現する、仕事をするうえで

欠かせない考え方を紹介します。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所より 

05｜お問い合わせについて 

06｜近況報告 

 

経営診断ツール 

07｜就業規則等周知方法現状確認 

チェックシート 
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ささき文大社会保険労務士事務所 

労務管理や労働・社会保険、給与計算、

助成金、労災特別加入、障害年金などの

ご相談がございましたら、お気軽に当事

務所までお問い合わせください。 

 
当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の事務所通信はいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所 

代表 
社会保険労務士・衛生管理者・年金アドバイザ－・医療労務管理アドバ

イザー 佐々木 文大 

所在地 
〒253-0053 

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北4-1-36-201 

営業時間 9：00～17：00 

電話 0467-88-0661 090-5441-5696 

FAX 0467-88-0661 

メール bun@sasakisr.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

メッセージをお書きください。 

当事務所からの 
お知らせ 



 

  

ささき文大社会保険労務士事務所 

就業規則等周知方法現状確認 

チェックシート 

2022年版チェックシート 

チェック項目 

 

FAXのご返送は 0467-88-0661 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

No チェック項目 YES NO 

1 従業員数（社員、パートアルバイト、出向社員含む）は何人ですか？        （         ）人 

2 No.1について支店や支社がある場合、支店での人数もそれぞれ教えてください。   （         ）人 

3 
就業規則の作成・届出状況について、次の中から選択して下さい。 

□作成・届出済み □作成したが届出していない □作成していない 

4 

就業規則の労働者への「周知」について、どのようにしていますか。次の中から選択して下さい。 

□①製本して会社に置いている  □②コピーを配布している  

□③社内サーバー等に電子データを保管している  □④その他 (                      ) 

5 No.4で①の場合、保管場所は誰でも入れる場所ですか？ □ □ 

6 No.4で①の場合、就業規則が保管されていることを何らかの方法で伝えていますか？ □ □ 

7 No.4で③の場合、労働者全員がアクセスできますか？ □ □ 

8 No.4で③の場合、就業規則が保存されていることを何らかの方法で伝えていますか？ □ □ 

9 就業規則を変更したときにも都度周知をしていますか？ □ □ 

10 

就業規則周知についてその他心配なことがあれば記載して下さい。 

 

 


